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(57)【要約】
【課題】スクリューロータの回転軸に対する螺旋溝の軸
ずれを抑制する。
【解決手段】スクリューロータ製造方法は、スクリュー
ロータ母材（120）を回転軸（A）周りに回転自在に支持
する支持工程と、支持工程で支持したスクリューロータ
母材（120）を回転軸（A）周りに回転させながら、スク
リューロータ母材（120）に螺旋溝（41）及び該回転軸
（A）を中心とする円柱面である第１及び第２基準面（4
8a,48b）を加工する第１加工工程と、スクリューロータ
母材（120）を基準面（48a,48b）を基準に支持し直す再
支持工程と、再支持工程で支持したスクリューロータ母
材（120）に軸部材挿通用の挿通孔（47）を、挿通孔（4
7）の軸心が第１及び第２基準面（48a,48b）の軸心と一
致するように加工する第２加工工程とを含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スクリュー圧縮機（1）において軸部材（21）に取り付けられて回転自在に支持される
スクリューロータ（40）を、スクリューロータ母材（120）を加工して製造するスクリュ
ーロータ製造方法であって、
　スクリューロータ母材（120）を所定の回転軸（A）周りに回転自在に支持する支持工程
と、
　前記支持工程で支持した前記スクリューロータ母材（120）を前記回転軸（A）周りに回
転させながら、該スクリューロータ母材（120）に螺旋溝（41）及び該回転軸（A）を中心
とする円柱面である基準面（48a,48b）を加工する第１加工工程と、
　前記スクリューロータ母材（120）を前記基準面（48a,48b）を基準に支持し直す再支持
工程と、
　前記再支持工程で支持した前記スクリューロータ母材（120）に軸部材挿通用の孔（47
）を、該孔（47）の軸心が前記基準面（48a,48b）の軸心と一致するように加工する第２
加工工程とを含むことを特徴とするスクリューロータ製造方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記スクリューロータ母材（120）には、軸部材挿通用の孔（47）の下孔（121）が形成
されており、
　前記支持工程では、前記所定の回転軸（A）周りに回転自在に設けられた軸状の治具（3
40）に、前記スクリューロータ母材（120）を前記下孔（121）を挿通させて取り付け、
　前記再支持工程では、前記スクリューロータ母材（120）を前記治具（340）から取り外
して、該スクリューロータ母材（120）を前記基準面（48a,48b）を基準に支持し直し、
　前記第２加工工程では、前記スクリューロータ母材（120）の前記下孔（121）を加工し
て、前記軸部材挿通用の孔（47）の仕上げ加工を行うことを特徴とするスクリューロータ
製造方法。
【請求項３】
　スクリュー圧縮機（1）において軸部材（21）に取り付けられて回転自在に支持される
スクリューロータ（40）を、スクリューロータ母材（120）を加工して製造するスクリュ
ーロータ製造方法であって、
　軸部材挿通用の孔（47）が形成されたスクリューロータ母材（120）を所定の回転軸（A
）周りに回転自在に支持する支持工程と、
　前記支持工程で支持した前記スクリューロータ母材（120）を前記回転軸（A）周りに回
転させながら、該スクリューロータ母材（120）に螺旋溝（41）及び該回転軸（A）を中心
とする円柱面である基準面（48a,48b）を加工する第１加工工程と、
　前記スクリューロータ母材（120）の前記孔（47）に軸部材（21）を挿通させて、該ス
クリューロータ母材（120）を前記基準面（48a,48b）を基準に支持し直す再支持工程と、
　前記スクリューロータ母材（120）を再支持した状態で、前記軸部材（21）における、
スクリュー圧縮機（1）への搭載時に軸受（14,61）に支持される被支持部（21a,21b）を
、該被支持部（21a,21b）の軸心が前記基準面（48a,48b）の軸心と一致するように加工す
る第２加工工程とを含むことを特徴とするスクリューロータ製造方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか１つにおいて、
　前記第２加工工程において、さらに、スクリューロータ母材（120）の外周形状を、該
外周形状の軸心が前記基準面（48a,48b）の軸心と一致するように仕上げ加工することを
特徴とするスクリューロータ製造方法。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れか１つにおいて、
　前記スクリューロータ（40）は、前記螺旋溝（41）が形成されている部分（40a）より
も外径が小さくなった小径部（46）がその軸方向の一端部に設けられており、
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　前記小径部（46）には、スクリューロータ（40）がスクリュー圧縮機（1）に搭載され
たときに軸受ホルダ（60）が嵌って、該軸受ホルダ（60）と該スクリューロータ（40）と
の間に屈曲した隙間が形成されるように構成されており、
　前記第１加工工程では、前記基準面（48a）を該小径部（46）に加工することを特徴と
するスクリューロータ製造方法。
【請求項６】
　請求項１乃至４の何れか１つにおいて、
　前記第２加工工程に後に、前記スクリューロータ母材（120）の前記基準面（48b）が加
工された部分を削除する削除工程をさらに含むことを特徴とするスクリューロータ製造方
法。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか１つにおいて、
　前記第１加工工程において、前記スクリューロータ母材（120）に前記螺旋溝（41）を
加工した後に前記基準面（48a,48b）を加工することを特徴とするスクリューロータ製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スクリュー圧縮機において軸部材に取り付けられて回転自在に支持されるス
クリューロータを、スクリューロータ母材を加工して製造するスクリューロータ製造方法
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、冷媒や空気を圧縮する圧縮機として、シングルスクリュー圧縮機が用いられ
ている。例えば、特許文献１には、１つのスクリューロータと２つのゲートロータとを備
えたシングルスクリュー圧縮機が開示されている。
【０００３】
　このシングルスクリュー圧縮機において、スクリューロータは、概ね円柱状に形成され
ており、その外周部に複数条の螺旋溝が刻まれている。ゲートロータは、概ね平板状に形
成され且つ複数の長方形板状のゲートが放射状に設けられている。ゲートロータは、その
回転軸がスクリューロータの回転軸と直交する姿勢でスクリューロータの側方に設置され
、ゲートがスクリューロータの螺旋溝と噛み合わされる。これらスクリューロータとゲー
トロータとは、ケーシングに収容されており、スクリューロータの螺旋溝と、ゲートロー
タのゲートと、ケーシングの内壁面とによって圧縮室が形成される。スクリューロータを
電動機等で回転駆動すると、スクリューロータの回転に伴ってゲートロータが回転する。
そして、ゲートロータのゲートが、噛み合った螺旋溝の上流端から下流端へ向かって相対
的に移動し、閉じきり状態となった圧縮室の容積が次第に縮小する。その結果、圧縮室内
の流体が圧縮される。
【０００４】
　前記スクリューロータは、前述の如く、螺旋溝が形成されていて、複雑な形状をしてい
る。かかるスクリューロータは、特許文献２に示すような加工装置によって製造される。
【０００５】
　特許文献２に開示された加工装置は、工具とスクリューロータ母材とを３軸に沿って相
対的に変位させると共に２軸周りに相対的に回転させながら、該スクリューロータ母材を
該工具で加工してスクリューロータを加工する。ここで、この加工装置で加工するスクリ
ューロータ母材には、軸部材挿通用の孔が形成されており、該スクリューロータ母材は、
加工装置の母材支持部に搭載する際に該孔の中心軸が母材支持部の回転軸と一致するよう
にして設置される。そして、このように設置されたスクリューロータ母材に対して螺旋溝
の加工が行われる。
【特許文献１】特開２００２－２０２０８０号公報
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【特許文献２】米国特許第６１２２８２４号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、前記加工装置によって螺旋溝が加工されて完成したスクリューロータは、母
材支持部から取り外され、軸部材挿通用の孔に軸部材が挿通され、スクリュー圧縮機のケ
ーシング内に組み込まれる。
【０００７】
　ここで、スクリューロータ母材の軸部材挿通用の孔には形状誤差があり、また、該スク
リューロータ母材を母材支持部に設置する際には取付誤差が生じる。そのため、該孔の軸
心と母材支持部の回転軸とが一致せず、該孔の軸心と該スクリューロータ母材に加工され
る螺旋溝の軸心とがずれる虞がある。そして、このようなスクリューロータをスクリュー
圧縮機に組み込むと、該螺旋溝は、スクリューロータの回転軸に対して偏心した状態で回
転することになる。その結果、スクリュー圧縮機においては、螺旋溝とゲートロータのゲ
ートとの間の隙間分布が不均一となるため、圧縮途中に隙間が大きくなって冷媒が漏れた
り、逆に隙間が小さくなってゲートと螺旋溝とが干渉したりすることによって、スクリュ
ー圧縮機の性能低下を招いてしまう。
【０００８】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、スクリュ
ーロータの回転軸に対する螺旋溝の軸ずれを抑制することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、スクリューロータ母材に螺旋溝と基準面とを同じ回転支持状態で加工した後
、該スクリューロータ母材を該基準面を基準に支持し直して、スクリューロータ母材の軸
部材挿通用の孔又は該孔に挿通させた軸部材を該基準面を基準にして仕上げ加工するよう
にしたものである。
【００１０】
　具体的には、第１の発明は、スクリュー圧縮機（1）において軸部材（21）に取り付け
られて回転自在に支持されるスクリューロータ（40）を、スクリューロータ母材（120）
を加工して製造するスクリューロータ製造方法が対象である。そして、スクリューロータ
母材（120）を所定の回転軸（A）周りに回転自在に支持する支持工程と、前記支持工程で
支持した前記スクリューロータ母材（120）を前記回転軸（A）周りに回転させながら、該
スクリューロータ母材（120）に螺旋溝（41）及び該回転軸（A）を中心とする円柱面であ
る基準面（48a,48b）を加工する第１加工工程と、前記スクリューロータ母材（120）を前
記基準面（48a,48b）を基準に支持し直す再支持工程と、前記再支持工程で支持した前記
スクリューロータ母材（120）に軸部材挿通用の孔（47）を、該孔（47）の軸心が前記基
準面（48a,48b）の軸心と一致するように加工する第２加工工程とを含むものとする。
【００１１】
　前記の構成の場合、所定の回転軸（A）周りに回転支持したスクリューロータ母材（120
）に螺旋溝（41）を加工すると共に、該回転軸（A）を中心とする円柱面を基準面（48a,4
8b）として加工する。そして、該スクリューロータ母材（120）を該基準面（48a,48b）を
基準に支持し直し、軸部材挿通用の孔（47）をその軸心が前記基準面（48a,48b）の軸心
と一致するように加工する。
【００１２】
　つまり、螺旋溝（41）の軸心と基準面（48a,48b）の軸心とが一致していると共に、軸
部材挿通用の孔（47）の軸心は該基準面（48a,48b）の軸心と一致するため、螺旋溝（41
）の軸心と該孔（47）の軸心とを高精度に一致させることができる。その結果、スクリュ
ーロータ（40）の回転軸に対する螺旋溝（41）の軸心の軸ずれを抑制することができる。
【００１３】
　第２の発明は、第１の発明において、前記スクリューロータ母材（120）には、軸部材
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挿通用の孔（47）の下孔（121）が形成されており、前記支持工程では、前記所定の回転
軸（A）周りに回転自在に設けられた軸状の治具（340）に、前記スクリューロータ母材（
120）を前記下孔（121）を挿通させて取り付け、前記再支持工程では、前記スクリューロ
ータ母材（120）を前記治具（340）から取り外して、該スクリューロータ母材（120）を
前記基準面（48a,48b）を基準に支持し直し、前記第２加工工程では、前記スクリューロ
ータ母材（120）の前記下孔（121）を加工して、前記軸部材挿通用の孔（47）の仕上げ加
工を行うものとする。
【００１４】
　前記の構成の場合、スクリューロータ母材（120）には軸部材挿通用の孔（47）の下孔
（121）が前記支持工程前の段階で形成されている。そして、該下孔（121）に軸状の治具
（340）を挿通させて、前記支持工程及び加工工程を行う。ここで、下孔（121）の軸心が
支持工程における回転軸（A）と一致しているか否かは該下孔（121）の形状精度、治具（
340）の形状精度及び治具（340）と下孔（121）との取付精度等に依り、下孔（121）の軸
心と支持工程における回転軸（A）とがどの程度一致しているかは不明である。しかしな
がら、螺旋溝（41）と基準面（48a,48b）とを支持状態が同じスクリューロータ母材（120
）に対して加工するため、少なくとも螺旋溝（41）の軸心と基準面（48a,48b）の軸心と
は一致している。
【００１５】
　その後、該基準面（48a,48b）を基準にして該スクリューロータ母材（120）を支持し直
して、スクリューロータ母材（120）の軸部材挿通用の孔（47）を該基準面（48a,48b）を
基準に仕上げ加工することによって、該孔（47）の軸心と基準面（48a,48b）の軸心とを
高い精度で一致させることができる。
【００１６】
　その結果、下孔（121）の形状精度等に関係なく、螺旋溝（41）の軸心と軸部材挿通用
の孔（47）の軸心とを高精度に一致させることができる。
【００１７】
　第３の発明は、スクリュー圧縮機（1）において軸部材（21）に取り付けられて回転自
在に支持されるスクリューロータ（40）を、スクリューロータ母材（120）を加工して製
造するスクリューロータ製造方法が対象である。そして、軸部材挿通用の孔（47）が形成
されたスクリューロータ母材（120）を所定の回転軸（A）周りに回転自在に支持する支持
工程と、前記支持工程で支持した前記スクリューロータ母材（120）を前記回転軸（A）周
りに回転させながら、該スクリューロータ母材（120）に螺旋溝（41）及び該回転軸（A）
を中心とする円柱面である基準面（48a,48b）を加工する第１加工工程と、前記スクリュ
ーロータ母材（120）の前記孔（47）に軸部材（21）を挿通させて、該スクリューロータ
母材（120）を前記基準面（48a,48b）を基準に支持し直す再支持工程と、前記スクリュー
ロータ母材（120）を再支持した状態で、前記軸部材（21）における、スクリュー圧縮機
（1）への搭載時に軸受（14,61）に支持される被支持部（21a,21b）を、該被支持部（21a
,21b）の軸心が前記基準面（48a,48b）の軸心と一致するように加工する第２加工工程と
を含むものとする。
【００１８】
　前記の構成の場合、所定の回転軸（A）周りに回転支持したスクリューロータ母材（120
）に螺旋溝（41）を加工すると共に該回転軸（A）を中心とする円柱面を基準面（48a,48b
）として加工する。そして、該スクリューロータ母材（120）の孔（47）に軸部材（21）
を挿通させた後、該スクリューロータ母材（120）を該基準面（48a,48b）を基準に支持し
直す。こうして、スクリューロータ母材（120）を再支持した状態で、前記軸部材（21）
の被支持部（21a,21b）をその軸心が前記基準面（48a,48b）の軸心と一致するように加工
する。
【００１９】
　つまり、螺旋溝（41）の軸心と基準面（48a,48b）の軸心とは一致していると共に、軸
部材（21）の被支持部（21a,21b）の軸心は該基準面（48a,48b）の軸心と一致するため、
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螺旋溝（41）の軸心と該軸部材（21）の被支持部（21a,21b）の軸心とを高精度に一致さ
せることができる。その結果、スクリューロータ（40）の回転軸に対する螺旋溝（41）の
軸心の軸ずれを抑制することができる。
【００２０】
　第４の発明は、第１～第３の何れか１つの発明において、前記第２加工工程において、
さらに、スクリューロータ母材（120）の外周形状を、該外周形状の軸心が前記基準面（4
8a,48b）の軸心と一致するように仕上げ加工するものとする。
【００２１】
　前記の構成の場合、前記第２加工工程において、さらに、スクリューロータ母材（120
）の外周形状の仕上げ加工を前記基準面（48a,48b）を基準に行うことによって、スクリ
ューロータ母材（120）の外周形状の軸心も前記孔（47）の軸心又は前記軸部材（21）の
被支持部（21a,21b）の軸心と高精度に一致させることができる。
【００２２】
　第５の発明は、第１～第４の何れか１つの発明において、前記スクリューロータ（40）
は、前記螺旋溝（41）が形成されている部分（40a）よりも外径が小さくなった小径部（4
6）がその軸方向の一端部に設けられており、前記小径部（46）には、スクリューロータ
（40）がスクリュー圧縮機（1）に搭載されたときに軸受ホルダ（60）が嵌って、該軸受
ホルダ（60）と該スクリューロータ（40）との間に屈曲した隙間が形成されるように構成
されており、前記第１加工工程では、前記基準面（48a）を該小径部（46）に加工するも
のとする。
【００２３】
　前記の構成の場合、前記小径部（46）に基準面（48a）を加工することによって、完成
品としてのスクリューロータ（40）において別の用途を有する部分に該基準面（48a）を
加工することができ、基準面（48a）を加工する場所を別途設ける必要がない。
【００２４】
　第６の発明は、第１～第４の何れか１つの発明において、前記第２加工工程に後に、前
記スクリューロータ母材（120）の前記基準面（48b）が加工された部分を削除する削除工
程をさらに含むものとする。
【００２５】
　前記の構成の場合、完成品としてのスクリューロータ（40）において不要な部分に基準
面（48b）を加工することになる。こうすることによって、完成品としてのスクリューロ
ータ（40）の形状等からの制約を受けることなく、基準面（48b）を加工することができ
る。つまり、スクリューロータ母材（120）の作り易さや基準面（48b）の加工のし易さだ
けを考慮して、基準面（48b）の形状や加工する場所を決定することができる。
【００２６】
　第７の発明は、第１～第６の何れか１つの発明において、前記第１加工工程において、
前記スクリューロータ母材（120）に前記螺旋溝（41）を加工した後に前記基準面（48a,4
8b）を加工するものとする。
【００２７】
　前記の構成の場合、螺旋溝（41）の加工は切削抵抗が大きく、また、螺旋溝加工前のス
クリューロータ母材（120）の重量は重いため、螺旋溝（41）の加工前と加工後でスクリ
ューロータ母材（120）が支持工程における回転軸（A）に対してずれる可能性がある。た
だし、螺旋溝（41）が概ね加工されて切削抵抗が減少し且つスクリューロータ母材（120
）の重量が減少した、螺旋溝（41）の加工終盤においては、スクリューロータ母材（120
）の回転軸（A）に対するずれはほとんどなくなる。そのため、螺旋溝（41）を加工した
後に基準面（48a,48b）を加工することによって、螺旋溝加工時の回転軸と基準面（48a,4
8b）加工時の回転軸とを高精度に一致させることができ、その結果、螺旋溝（41）の軸心
と基準面（48a,48b）の軸心とを高精度に一致させることができる。
【発明の効果】
【００２８】
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　本発明によれば、スクリューロータ母材（120）を所定の回転軸（A）周りに回転自在に
支持した状態で、螺旋溝（41）と基準面（48a,48b）とを加工し、その後、該基準面（48a
,48b）を基準に該スクリューロータ母材（120）を支持し直し、再支持した状態で該基準
面（48a,48b）を基準にして、スクリューロータ母材（120）に軸部材挿通用の孔（47）を
加工することによって、螺旋溝（41）の軸心と軸部材挿通用の孔（47）の軸心とを高精度
に一致させることができる。その結果、スクリュー圧縮機（1）において、スクリューロ
ータ（40）の回転軸に対する螺旋溝（41）の軸ずれを抑制することができ、スクリュー圧
縮機（1）の性能を向上させることができる。
【００２９】
　第２の発明によれば、スクリューロータ母材（120）に軸部材挿通用の孔（47）の下孔
（121）が予め形成され且つ該下孔（121）に治具（340）を挿通させて加工が行われる構
成であっても、先ずは、第１加工工程においてスクリューロータ母材（120）に螺旋溝（4
1）と基準面（48a,48b）とを加工し、その後、スクリューロータ母材（120）を支持し直
して、該基準面（48a,48b）を基準に該下孔（121）を加工して軸部材挿通用の孔（47）を
仕上げ加工することによって、該下孔（121）や治具（340）の形状精度等にかかわらず、
螺旋溝（41）の軸心と軸部材挿通用の孔（47）の軸心とを高精度に一致させることができ
る。
【００３０】
　第３の発明によれば、スクリューロータ母材（120）を所定の回転軸（A）周りに回転自
在に支持した状態で、螺旋溝（41）と基準面（48a,48b）とを加工し、その後、該スクリ
ューロータ母材（120）の孔（47）に軸部材（21）を挿通させると共に該基準面（48a,48b
）を基準に該スクリューロータ母材（120）を支持し直し、再支持した状態で該基準面（4
8a,48b）を基準に、軸部材（21）の被支持部（21a,21b）を加工することによって、螺旋
溝（41）の軸心と軸部材（21）の被支持部（21a,21b）の軸心とを高精度に一致させるこ
とができる。その結果、スクリュー圧縮機（1）において、スクリューロータ（40）の回
転軸に対する螺旋溝（41）の軸ずれを抑制することができ、スクリュー圧縮機（1）の性
能を向上させることができる。
【００３１】
　第４の発明によれば、スクリューロータ母材（120）が基準面（48a,48b）を基準に支持
された状態で、該基準面（48a,48b）を基準にスクリューロータ母材（120）の外周形状を
仕上げ加工することによって、スクリューロータ（40）の外周形状の軸心も、軸部材挿通
用の孔（47）の軸心又は軸部材（21）の被支持部（21a,21b）の軸心と高精度に一致させ
ることができる。
【００３２】
　第５の発明によれば、スクリューロータ（40）の軸方向一端部に設けられ且つスクリュ
ーロータ（40）がスクリュー圧縮機（1）に搭載されたときに軸受ホルダ（60）との間で
屈曲した隙間を形成する小径部（46）に基準面（48a）を加工することによって、基準面
（48a）を加工する専用の部分をスクリューロータ母材（120）に別途設ける必要がなく、
小径部（46）を利用して基準面（48a）を加工することができる。
【００３３】
　第６の発明によれば、削除工程を設けることによって、完成したスクリューロータ（40
）には基準面（48b）が残らないため、完成時のスクリューロータ（40）を考慮すること
なく、加工時のことだけを考慮して基準面（48b）を任意に加工することができる。
【００３４】
　第７の発明によれば、前記第１加工工程において、先に螺旋溝（41）を加工し、後で基
準面（48a,48b）を加工することによって、螺旋溝（41）の軸心と基準面（48a,48b）の軸
心とをより高精度に一致させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
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【００３６】
　《発明の実施形態１》
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００３７】
　本発明の実施形態に係るスクリューロータ製造方法によって製造されるスクリューロー
タ（40）は、シングルスクリュー圧縮機（以下、単にスクリュー圧縮機という）（1）に
用いられる。そこで、まず、スクリュー圧縮機（1）について説明する。
【００３８】
　このスクリュー圧縮機（1）は、冷凍サイクルを行う冷媒回路に設けられて冷媒を圧縮
するためのものである。スクリュー圧縮機（1）は、図２，３に示すように、密閉型に構
成されている。このスクリュー圧縮機（1）では、圧縮機構（20）とそれを駆動する電動
機（11）とが１つのケーシング（10）に収容されている。圧縮機構（20）は、駆動軸（21
）を介して電動機（11）と連結されている。また、ケーシング（10）内には、冷媒回路の
蒸発器から低圧のガス冷媒が導入されると共に該低圧ガスを圧縮機構（20）へ案内する低
圧空間（S1）と、圧縮機構（20）から吐出された高圧のガス冷媒が流入する高圧空間（S2
）とが区画形成されている。
【００３９】
　前記電動機（11）は、ステータ（12）とロータ（13）とを備えている。ステータ（12）
は、低圧空間（S1）においてケーシング（10）の内周面に固定されている。ロータ（13）
には駆動軸（21）の一端部が連結されていて、該駆動軸（21）がロータ（13）と共に回転
軸（X）回りに回転するように構成されている。
【００４０】
　圧縮機構（20）は、ケーシング（10）内に形成された円筒壁（30）と、該円筒壁（30）
の中に配置された１つのスクリューロータ（40）と、該スクリューロータ（40）に噛み合
う２つのゲートロータ（50）（図１では省略）とを備えている。
【００４１】
　図４，５に示すように、スクリューロータ（40）は、概ね円柱状に形成された金属製の
部材である。スクリューロータ（40）の外径は、円筒壁（30）の内径よりも若干小さく設
定されており、スクリューロータ（40）の外周面が円筒壁（30）の内周面と摺接するよう
に構成されている。スクリューロータ（40）の外周部には、スクリューロータ（40）の軸
方向一端から他端へ向かって螺旋状に延びる螺旋溝（41）が複数（本実施形態では、６本
）形成されている。
【００４２】
　複数の螺旋溝（41）のそれぞれは、円柱状のスクリューロータ（40）の軸心周りに対称
な形状をしている（すなわち、スクリューロータ（40）の横断面において、螺旋溝（41）
のそれぞれは、スクリューロータ（40）の中心に対して点対称な形状をしている）。そし
て、複数の螺旋溝（41）が或る軸周りに対称となるときのその軸を螺旋溝（41）の軸心と
いう。スクリューロータ（40）に対して螺旋溝（41）が精度良く形成されているときには
、螺旋溝（41）の軸心はスクリューロータ（40）の軸心と一致する。
【００４３】
　ここで、スクリューロータ（40）の軸方向一端側の周縁部にはテーパ面（45）が形成さ
れていて、螺旋溝（41）の一端部はテーパ面（45）に開口している。各螺旋溝（41）は、
テーパ面（45）に開口する一端部（図６における左端部）が始端部となり、他端部（同図
における右端部）が終端部となっている。一方、螺旋溝（41）の終端部は、スクリューロ
ータ（40）の軸方向他端側においてその側周面に開口している。螺旋溝（41）では、両側
の側壁面（42,43）のうち、ゲート（51）の進行方向の前側に位置するものが第１側壁面
（42）となり、ゲート（51）の進行方向の後側に位置するものが第２側壁面（43）となっ
ている。
【００４４】
　また、スクリューロータ（40）の他端部には、螺旋溝（41）が形成されている本体部（
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40a）よりも外径が小さな小径部（46）が形成されている。
【００４５】
　さらに、スクリューロータ（40）には、図１に示すように、駆動軸（21）を挿通させる
ための挿通孔（47）が該スクリューロータ（40）の軸心を通って貫通形成されている。こ
の挿通孔（47）が孔を構成する。
【００４６】
　このように構成されたスクリューロータ（40）には、駆動軸（21）が挿通されている。
詳しくは、駆動軸（21）の一端部には、前述の如く、前記電動機（11）のロータ（13）が
連結されており、該駆動軸（21）の他端部がスクリューロータ（40）の挿通孔（47）に挿
通される。スクリューロータ（40）と駆動軸（21）は、キー（22）によって連結されてい
る。駆動軸（21）は、スクリューロータ（40）と同軸上に配置されている。
【００４７】
　このように、スクリューロータ（40）と電動機（11）のロータ（13）とが駆動軸（21）
に連結された状態でケーシング（10）内に収容される。このとき、スクリューロータ（40
）は、円筒壁（30）に回転可能に嵌合しており、その外周面が円筒壁（30）の内周面と摺
接する。
【００４８】
　ここで、駆動軸（21）の一端部にはロータ（13）から突出する第１被支持部（21a）が
形成されており、この第１被支持部（21a）がコロ軸受（14）に回転自在に支持されてい
る。一方、駆動軸（21）の他端部にはスクリューロータ（40）から突出する第２被支持部
（21b）が形成されており、この第２被支持部（21b）が圧縮機構（20）の高圧側に位置す
る玉軸受（61）に回転自在に支持されている。
【００４９】
　前記玉軸受（61）は、ケーシング（10）の円筒壁（30）に嵌合された軸受ホルダ（60）
に設置されている。軸受ホルダ（60）の、スクリューロータ（40）側の端面の周縁部には
、スクリューロータ（40）側に突出した環状壁部（62）が設けられている。
【００５０】
　この環状壁部（62）は、スクリューロータ（40）が円筒壁（30）内に配置されたときに
、該スクリューロータ（40）の小径部（46）が該環状壁部（62）の内周側に入り込むよう
に構成されている。このとき、小径部（46）と環状壁部（62）との間には若干の隙間が形
成されており、スクリューロータ（40）の小径部（46）と軸受ホルダ（60）の環状壁部（
62）とは径方向にも軸方向にも接触していない。つまり、小径部（46）と環状壁部（62）
との間には、スクリューロータ（40）の外周面から径方向内方に入り込んだ後、軸方向に
屈曲し、その後、さらに径方向内側に屈曲した、即ち、縦断面がクランク状に屈曲した形
状の隙間が形成されている。
【００５１】
　各ゲートロータ（50）は、長方形板状に形成された複数（本実施形態では、１１枚）の
ゲート（51）が放射状に設けられた樹脂製の部材である。各ゲートロータ（50）は、円筒
壁（30）の外側にスクリューロータ（40）を挟んで対称に配置され、軸心がスクリューロ
ータ（40）の軸心と直交している。各ゲートロータ（50）は、ゲート（51）が円筒壁（30
）の一部を貫通してスクリューロータ（40）の螺旋溝（41）に噛み合うように配置されて
いる。
【００５２】
　ゲートロータ（50）は、金属製のロータ支持部材（55）に取り付けられている（図５を
参照）。ロータ支持部材（55）は、基部（56）とアーム部（57）と軸部（58）とを備えて
いる。基部（56）は、やや肉厚の円板状に形成されている。アーム部（57）は、ゲートロ
ータ（50）のゲート（51）と同数だけ設けられており、基部（56）の外周面から外側へ向
かって放射状に延びている。軸部（58）は、棒状に形成されて基部（56）に立設されてい
る。軸部（58）の中心軸は、基部（56）の中心軸と一致している。ゲートロータ（50）は
、基部（56）及びアーム部（57）における軸部（58）とは反対側の面に取り付けられてい
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る。各アーム部（57）は、ゲート（51）の背面に当接している。
【００５３】
　ゲートロータ（50）が取り付けられたロータ支持部材（55）は、円筒壁（30）に隣接し
てケーシング（10）内に区画形成されたゲートロータ室（90）に収容されている（図３を
参照）。図３におけるスクリューロータ（40）の右側に配置されたロータ支持部材（55）
は、ゲートロータ（50）が下端側となる姿勢で設置されている。一方、同図におけるスク
リューロータ（40）の左側に配置されたロータ支持部材（55）は、ゲートロータ（50）が
上端側となる姿勢で設置されている。各ロータ支持部材（55）の軸部（58）は、ゲートロ
ータ室（90）内の軸受ハウジング（91）に玉軸受（92,93）を介して回転自在に支持され
ている。なお、各ゲートロータ室（90）は、低圧空間（S1）に連通している。
【００５４】
　圧縮機構（20）では、円筒壁（30）の内周面と、スクリューロータ（40）の螺旋溝（41
）と、ゲートロータ（50）のゲート（51）とによって囲まれた空間が圧縮室（23）になる
。スクリューロータ（40）の螺旋溝（41）は、吸入側端部において低圧空間（S1）に開放
しており、この開放部分が圧縮機構（20）の吸入口（24）になっている。
【００５５】
　スクリュー圧縮機（1）には、容量制御機構としてスライドバルブ（70）が設けられて
いる。このスライドバルブ（70）は、円筒壁（30）がその周方向の２カ所において径方向
外側に膨出したスライドバルブ収納部（31）内に設けられている。スライドバルブ（70）
は、内面が円筒壁（30）の内周面の一部を構成すると共に、円筒壁（30）の軸心方向にス
ライド可能に構成されている。
【００５６】
　図示は省略するが、スライドバルブ（70）には、圧縮室（23）と高圧空間（S2）とを連
通させるための吐出口が形成されている。つまり、圧縮室（23）で圧縮された冷媒は、ス
ライドバルブ（70）の吐出口から高圧空間（S2）に吐出される。また、円筒壁（30）には
、圧縮室（23）から低圧空間（S1）へ冷媒を戻すためのバイパス通路の上流端が開口して
おり、スライドバルブ（70）はこのバイパス通路の上流端を開閉して、圧縮機構（20）の
容量を調整する。
【００５７】
　　－運転動作－
　前記シングルスクリュー圧縮機（1）の運転動作について説明する。
【００５８】
　シングルスクリュー圧縮機（1）において電動機を起動すると、駆動軸（21）が回転す
るのに伴ってスクリューロータ（40）が回転する。このスクリューロータ（40）の回転に
伴ってゲートロータ（50）も回転し、圧縮機構（20）が吸入行程、圧縮行程および吐出行
程を繰り返す。ここでは、図６において網掛けを付した圧縮室（23）に着目して説明する
。
【００５９】
　図６(Ａ)において、網掛けを付した圧縮室（23）は、低圧空間（S1）に連通している。
また、この圧縮室（23）が形成されている螺旋溝（41）は、同図の下側に位置するゲート
ロータ（50）のゲート（51）と噛み合わされている。スクリューロータ（40）が回転する
と、このゲート（51）が螺旋溝（41）の終端へ向かって相対的に移動し、それに伴って圧
縮室（23）の容積が拡大する。その結果、低圧空間（S1）の低圧ガス冷媒が吸入口（24）
を通じて圧縮室（23）へ吸い込まれる。
【００６０】
　スクリューロータ（40）が更に回転すると、図６(Ｂ)の状態となる。同図において、網
掛けを付した圧縮室（23）は、閉じきり状態となっている。つまり、この圧縮室（23）が
形成されている螺旋溝（41）は、同図の上側に位置するゲートロータ（50）のゲート（51
）と噛み合わされ、このゲート（51）によって低圧空間（S1）から仕切られている。そし
て、スクリューロータ（40）の回転に伴ってゲート（51）が螺旋溝（41）の終端へ向かっ
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て移動すると、圧縮室（23）の容積が次第に縮小する。その結果、圧縮室（23）内のガス
冷媒が圧縮される。
【００６１】
　スクリューロータ（40）が更に回転すると、図６(Ｃ)の状態となる。同図において、網
掛けを付した圧縮室（23）は、吐出口（図示省略）を介して高圧空間（S2）と連通した状
態となっている。そして、スクリューロータ（40）の回転に伴ってゲート（51）が螺旋溝
（41）の終端へ向かって移動すると、圧縮された冷媒ガスが圧縮室（23）から高圧空間（
S2）へ押し出されてゆく。
【００６２】
　尚、圧縮室（23）が閉じきり状態となったときには、ゲート（51）と螺旋溝（41）の壁
面（42,43,44）とは物理的に擦れ合っている必要はなく、両者の間に微小な隙間があって
も差し支えない。つまり、ゲート（51）と螺旋溝（41）の壁面（42,43,44）と間に微小な
隙間があっても、この隙間が潤滑油からなる油膜でシールできる程度のものであれば、圧
縮室（23）の気密性は保たれ、圧縮室（23）から漏れ出すガス冷媒の量は僅かな量に抑え
られる。
【００６３】
　　－スクリューロータ加工装置－
　続いて、本実施形態のスクリューロータ加工装置（以下、単に加工装置という）（100
）について説明する。この加工装置（100）は、後述する第１加工工程で用いられる。
【００６４】
　加工装置（100）は、図７，８に示すように、エンドミル等の工具（110）を支持する工
具支持ユニット（200）と、被削物であるスクリューロータ母材（120）を支持する母材支
持ユニット（300）と、これら工具支持ユニット（200）及び母材支持ユニット（300）が
配設された基台（130）とを備えている。
【００６５】
　工具支持ユニット（200）は、基台（130）に配設されたコラム（210）と、該コラム（2
10）に取り付けられたスピンドル部（220）とを有している。
【００６６】
　コラム（210）は、基台（130）の上面に設けられたＺ軸ガイドレール（140,140）に対
して摺動自在に取り付けられていて、該Ｚ軸ガイドレール（140,140）が延びるＺ軸方向
に移動可能となっている。このコラム（210）の、母材支持ユニット（300）と対向する面
には、Ｙ軸に沿って延びるＹ軸ガイドレール（150,150）が延設されている。このＹ軸は
、鉛直方向に延びている。
【００６７】
　スピンドル部（220）は、エンドミル等の工具（110）が取り付けられる主軸（230）を
有している。この主軸（230）は、コラム（210）のＹ軸ガイドレール（150,150）に摺動
自在に取り付けられたベース部（240）に対して、その回転軸がＺ軸方向に延びるように
して取り付けられている。すなわち、スピンドル部（220）は、Ｙ軸ガイドレール（150,1
50）が延びるＹ軸方向に移動可能となっていると共に、工具（110）を前記Ｚ軸ガイドレ
ール（140,140）と平行に延びる回転軸回りに回転駆動する。
【００６８】
　このように構成された工具支持ユニット（200）は、スピンドル部（220）で工具（110
）を支持し且つ回転駆動すると共に、該工具（110）をＹ軸及びＺ軸に沿って平行移動さ
せる。
【００６９】
　一方、母材支持ユニット（300）は、基台（130）に対して回転自在に配設された回転テ
ーブル（310）と、該回転テーブル（310）上に設置されて被削物であるスクリューロータ
母材（120）をクランプするクランプ部（320）と、該回転テーブル（310）上に設置され
て該クランプ部（320）に支持されたスクリューロータ母材（120）の回転中心を支持する
センタ押し台（330）とを有している。この母材支持ユニット（300）が母材支持部を構成
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する。
【００７０】
　回転テーブル（310）は、基台（130）の上面に設けられ且つＸ軸方向（Ｙ軸及びＺ軸に
直交する）に延びるＸ軸ガイドレール（160,160）に対して摺動自在に取り付けられた基
礎部（311）と、該基礎部（311）に対して鉛直方向に延びる鉛直軸（B）回りに回転自在
に取り付けられた回転台（312）とを有している。すなわち、回転テーブル（310）は、基
礎部（311）を介してＸ軸方向に移動可能に構成されていると共に、回転台（312）を介し
て鉛直軸（B）回りに回転可能に構成されている。
【００７１】
　クランプ部（320）は、水平方向に延びる水平軸（A）回りにスクリューロータ母材（12
0）を回転自在に支持する。詳しくは、クランプ部（320）には、図９に示すように、軸状
の治具（340）がその軸心を中心にして水平軸（A）周りに回転するように設けられている
。この治具（340）には、その先端側からスクリューロータ母材（120）が該スクリューロ
ータ母材（120）の下孔（121）を該治具（340）に挿通させるようにして装着される。そ
して、治具（340）の先端側からスペーサ（350）を介してナット（360）を締結すること
で、スクリューロータ母材（120）が治具（340）に対して固定される。この治具（340）
は、クランプ部（320）に対して取り外し可能であって、加工するスクリューロータ母材
（120）の下孔径や軸方向長さ等に応じて取り替えられる。尚、前記水平軸（A）は、回転
台（312）の回転中心となる鉛直軸（B）と交差している。
【００７２】
　また、センタ押し台（330）は、回転テーブル（310）上に配設されており、センタ（33
1）が前記水平軸（A）に沿って進退自在に構成されている。このセンタ（331）の軸心は
、クランプ部（320）の水平軸（A）と一致しており、クランプ部（320）側に進出したと
きには、クランプ部（320）に回転自在に設けられた治具（340）の回転中心に対して該治
具（340）の先端側から当接するように構成されている。すなわち、センタ押し台（330）
は、クランプ部（320）によって片持ち状に支持された治具（340）の自由端において、そ
の回転中心をセンタ押しすることで、クランプ部（320）によって水平軸（A）回りに回転
駆動される治具（340）、ひいてはスクリューロータ母材（120）の軸ブレを防止している
。
【００７３】
　つまり、母材支持ユニット（300）は、クランプ部（320）でクランプしたスクリューロ
ータ母材（120）をＸ軸に沿って平行移動させると共に、水平軸（A）及び鉛直軸（B）回
りに回転させる。
【００７４】
　ここで、母材支持ユニット（300）は、鉛直軸（B）がクランプ部（320）及びセンタ押
し台（330）を含む回転台（312）の重心を通るように構成されている。こうすることで、
回転台（312）の鉛直軸（B）回りの慣性モーメントが小さくなるため、回転台（312）の
駆動トルクや制動トルクが小さくなり、スクリューロータ母材（120）を鉛直軸（B）回り
に回転させ易くなる。また、回転台（312）を回転させるときの遠心力が小さくなるため
、この点においても、スクリューロータ母材（120）を鉛直軸（B）回りに回転させ易くな
る。
【００７５】
　さらに、母材支持ユニット（300）は、鉛直軸（B）がクランプ部（320）にクランプさ
れたスクリューロータ母材（120）を通るように構成されている。換言すれば、スクリュ
ーロータ母材（120）が鉛直軸（B）上に位置するようにクランプ部（320）に取り付けら
れている。こうすることで、スクリューロータ母材（120）の姿勢を変化させるべく該ス
クリューロータ母材（120）を回転させたときに、回転の前後で、スクリューロータ母材
（120）と工具（110）との相対位置関係があまり変わらず、回転したスクリューロータ母
材（120）に応じて工具（110）を相対的に移動させる量（工具支持ユニット（200）をＹ
軸方向及びＺ軸方向に移動させる量や回転テーブル（310）をＸ軸方向に移動させる量）
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を抑制することができる。
【００７６】
　また、前記母材支持ユニット（300）においては、鉛直軸（B）回りに回転可能な回転テ
ーブル（310）を基台（130）上にまず配設し、スクリューロータ母材（120）を水平軸（A
）回りに回転可能に支持するクランプ部（320）を該回転テーブル（310）上に配設するこ
とによって、回転テーブル（310）を鉛直軸（B）回りに回転させても、スクリューロータ
母材（120）の姿勢はその軸（スクリューロータ（40）の軸）が水平方向を向いたままで
あり、また、クランプ部（320）によりスクリューロータ母材（120）を水平軸（A）回り
に回転させても、当然ながら、スクリューロータ母材（120）の姿勢はその軸（スクリュ
ーロータ（40）の軸）が水平方向を向いたままであるため、クランプ部（320）や回転テ
ーブル（310）へのスクリューロータ母材（120）の重力の影響は変わらない。その結果、
スクリューロータ母材（120）の重力の影響の変化を考慮することなく、スクリューロー
タ母材（120）を回転移動させることができ、スクリューロータ母材（120）の姿勢及び位
置を高精度に制御することができる。
【００７７】
　このように構成された加工装置（100）は、制御部（図示省略）からの制御信号に応じ
て、工具支持ユニット（200）と母材支持ユニット（300）とを駆動することによって、図
８に示すように、工具（110）及びスクリューロータ母材（120）を相対的に移動させて、
該工具（110）でスクリューロータ母材（120）を加工する。この加工装置（100）は、工
具（110）とスクリューロータ母材（120）とを前述の如く、３軸（Ｘ軸、Ｙ軸及びＺ軸）
に沿って相対的に直進移動させる共に、２軸（水平軸（A）及び鉛直軸（B））回りに相対
的に回転移動させることによって、前述の如く、螺旋溝（41）のように複雑な形状をした
ものであっても加工することができる。
【００７８】
　以下、スクリューロータ（40）の製造方法について説明する。
【００７９】
　スクリューロータ母材（120）は、図１（Ａ）に示すように、概ね円柱状に形成された
金属製の部材である。その外径は、完成品としてのスクリューロータ（40）の外径よりは
若干大きくなっている。また、スクリューロータ母材（120）には、テーパ面（45）及び
小径部（46）が形成されている。さらに、スクリューロータ母材（120）における、小径
部（46）と反対側の端部には、後述する第２基準面（48b）を形成するための基準用段差
部（49）が形成されている。さらにまた、スクリューロータ母材（120）には、駆動軸（2
1）を挿通させるための挿通孔（47）の下孔（121）が該スクリューロータ母材（120）の
軸心を通って貫通形成されている。該下孔（121）には、スクリューロータ（40）と駆動
軸（21）とを連結する際のキー（22）が嵌合するキー溝（122）が軸方向に沿って形成さ
れている。
【００８０】
　このように構成されたスクリューロータ母材（120）は、該スクリューロータ母材（120
）を加工装置（100）で回転自在に支持する支持工程と、スクリューロータ母材（120）に
螺旋溝（41）等を加工する溝加工工程等を行う第１加工工程と、スクリューロータ母材（
120）を旋盤で支持し直す再支持工程と、スクリューロータ母材（120）に挿通孔（47）を
加工する孔加工工程等を行う第２加工工程と、スクリューロータ母材（120）の不要な部
分を削除する削除加工とを経て、図１（Ｃ）に示す完成品としてのスクリューロータ（40
）に加工される。
【００８１】
　まず、スクリューロータ母材（120）を、支持工程において、加工装置（100）に取り付
ける。詳しくは、図９に示すように、スクリューロータ母材（120）を治具（340）の先端
側から、該下孔（121）を治具（340）に挿通させるようにして、装着する。そして、治具
（340）の先端側からスペーサ（350）を介してナット（360）を締結することでスクリュ
ーロータ母材（120）を治具（340）に対して固定する。その後、センタ押し台（330）の
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センタ（331）を進出させて、治具（340）を先端側からセンタ押しする。こうして、スク
リューロータ母材（120）は、支持工程において、クランプ部（320）の水平軸（A）回り
に回転自在に支持される。
【００８２】
　次に、第１加工工程において、図１０に示すように、加工装置（100）によってスクリ
ューロータ母材（120）に螺旋溝（41）を加工する。
【００８３】
　詳しくは、加工装置（100）は、予め数値データとして与えられた工具経路に基づいて
工具（110）をスクリューロータ母材（120）に対して相対的に移動させることによって、
螺旋溝（41）の加工が行われる。加工装置（100）は、複数種類の工具（110）を用いて、
荒削りから仕上げまでの複数の工程を順次行う。例えば、加工装置（100）は、エンドミ
ルを工具（110）として用い、スクリューロータ母材（120）に螺旋溝（41）の下溝を荒削
りする。その後、螺旋溝（41）の第１側壁面（42）をエンドミル（110）で加工し、続い
て、螺旋溝（41）の第２側壁面（43）をエンドミル（110）で加工して、螺旋溝（41）を
仕上げる。
【００８４】
　続いて、スクリューロータ母材（120）の支持状態を螺旋溝（41）を加工したときの支
持状態と変えることなく、スクリューロータ母材（120）に第１基準面（48a）及び第２基
準面（48b）を加工する。
【００８５】
　詳しくは、図１１に示すように、エンドミル等の工具（110）でスクリューロータ母材
（120）の小径部（46）に第１基準面（48a）を加工する。同様に、図１２に示すように、
エンドミル等の工具（110）でスクリューロータ母材（120）の基準用段差部（49）に第２
基準面（48b）を加工する。つまり、第１基準面（48a）及び第２基準面（48b）は、水平
軸（A）を軸心とする円柱面である。
【００８６】
　こうして、第１加工工程においては、図１（Ｂ）に示すように、スクリューロータ母材
（120）に、螺旋溝（41）と第１基準面（48a）と第２基準面（48b）とが加工される。
【００８７】
　その後、再支持工程において、該スクリューロータ母材（120）を、加工装置（100）か
ら取り外し、旋盤（400）に取り付ける。
【００８８】
　詳しくは、旋盤（400）は、図１３に示すように、バイト等の工具（410）を支持する工
具支持ユニット（420）と、被削物であるスクリューロータ母材（120）を支持する母材支
持ユニット（430）と、母材支持ユニット（430）に支持されたスクリューロータ母材（12
0）の回転中心に当接してセンタ押しするセンタ押し台（440）と、これら工具支持ユニッ
ト（420）、母材支持ユニット（430）及びセンタ押し台（440）が配設された基台（450）
とを備えている。母材支持ユニット（430）は、スクリューロータ母材（120）を把持する
チャック部（431）を有していて、該チャック部（431）で把持したスクリューロータ母材
（120）を回転軸（C）周りに回転駆動する。工具支持ユニット（420）は、支持した工具
（410）を基台（450）上において、該回転軸（C）に沿った方向、上下方向、それら両方
向に直交する方向の３軸方向に移動可能に構成されている。センタ押し台（440）は、母
材支持ユニット（430）側に突出するセンタ（441）を有している。このセンタ（441）の
先端は回転軸（C）上に位置する共に、該回転軸（C）に沿って進退自在に該センタ押し台
（440）に装着されている。
【００８９】
　そして、再支持工程においては、図１４に示すように、スクリューロータ母材（120）
の第１基準面（48a）を、旋盤（400）のチャック部（431）で把持する。このとき、第２
基準面（48b）を基準にスクリューロータ母材（120）の心出しを行う。すなわち、第２基
準面（48b）を基準にして、第２基準面（48b）の軸心と、旋盤（400）の回転軸（C）とが
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一致するように調整する。例えば、ダイヤルゲージを第２基準面（48b）に当接させた状
態でチャック部（431）を手動で回転させたときのダイヤルゲージの値に変動によって、
第２基準面（48b）の軸心と旋盤（400）の回転軸（C）とがどの程度一致するかを測定す
ることができる。こうして、再支持工程においては、スクリューロータ母材（120）を、
旋盤（400）の回転軸（C）周りに第２基準面（48b）の軸心を中心として回転するように
支持する。
【００９０】
　次に、第２加工工程において、スクリューロータ母材（120）の挿通孔（47）の仕上げ
加工を行う。詳しくは、図１３に示すように、スクリューロータ母材（120）の下孔（121
）をバイト（410）で切削加工することによって、挿通孔（47）として仕上げる。
【００９１】
　また、第２加工工程においては、スクリューロータ母材（120）の外周形状の仕上げも
行う。つまり、スクリューロータ母材（120）の外径は、完成品としてのスクリューロー
タ（40）の外径よりも若干大きく形成されているため、該スクリューロータ母材（120）
の外周形状をケーシング（10）の内周面に摺接する外径となるようにバイト（410）で切
削加工する。
【００９２】
　そして、第２加工工程の後、削除工程において、スクリューロータ母材（120）の基準
用段差部（49）を切削加工により削除する。詳しくは、スクリューロータ母材（120）の
基準用段差部（49）をバイト（410）で切削加工することによって削除する。
【００９３】
　こうして、スクリューロータ母材（120）を加工してスクリューロータ（40）を製造す
る。
【００９４】
　最終的には、完成したスクリューロータ（40）の挿通孔（47）に駆動軸（21）を焼き嵌
めして、該スクリューロータ（40）及び駆動軸（21）をケーシング（10）内に組み込んで
、スクリュー圧縮機（1）を組み立てる。
【００９５】
　この製造方法によれば、第１加工工程において、スクリューロータ母材（120）に螺旋
溝（41）と第１及び第２基準面（48a,48b）とを加工する。このとき、スクリューロータ
母材（120）は、加工装置（100）の治具（340）に水平軸（A）回りに回転自在に支持され
たままである。つまり、螺旋溝（41）と第１及び第２基準面（48a,48b）とは水平軸（A）
を基準に、即ち、水平軸（A）を軸心として加工される。つまり、螺旋溝（41）の軸心と
第１及び第２基準面（48a,48b）の軸心とは一致している。
【００９６】
　その後、再支持工程において、スクリューロータ母材（120）を該第２基準面（48b）を
基準にして旋盤（400）に支持し直す。つまり、スクリューロータ母材（120）を、第２基
準面（48b）の軸心が旋盤（400）の回転軸（C）と一致するように支持する。こうするこ
とで、スクリューロータ母材（120）は、螺旋溝（41）の軸心が旋盤（400）の回転軸（C
）と一致するように支持されることになる。
【００９７】
　そして、第２加工工程において、挿通孔（47）を旋盤（400）で加工する。その結果、
当然ながら、挿通孔（47）の軸心は旋盤（400）の回転軸（C）と一致する。このとき、螺
旋溝（41）の軸心も回転軸（C）と一致しているため、結果として、挿通孔（47）の軸心
は螺旋溝（41）の軸心と高精度に一致することになる。
【００９８】
　したがって、本実施形態によれば、スクリューロータ母材（120）に螺旋溝（41）と第
１及び第２基準面（48a,48b）とを同じ支持状態（即ち、回転軸(A)周りに回転自在に支持
した状態）で加工し、その後、スクリューロータ母材（120）を該第２基準面（48b）の軸
心を中心に回動するように支持し直すと共に、その支持状態で該スクリューロータ母材（
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120）に挿通孔（47）を加工することによって、螺旋溝（41）の軸心と挿通孔（47）の軸
心とを高精度に一致させることができる。
【００９９】
　そして、こうして製造されたスクリューロータ（40）を搭載したスクリュー圧縮機（1
）においては、スクリューロータ（40）が螺旋溝（41）の軸心を中心に回転することにな
り、即ち、螺旋溝（41）の偏心を抑制して、ゲートロータ（50）のゲート（51）と螺旋溝
（41）との間の隙間分布の均一化を図ることができる。その結果、圧縮途中に該隙間が大
きくなって冷媒が漏れたり、逆に該隙間が小さくなってゲート（51）と螺旋溝（41）とが
干渉したりすることを防止して、スクリュー圧縮機（1）の性能を向上させることができ
る。
【０１００】
　さらに、工具（110）とスクリューロータ母材（120）とを３軸（Ｘ軸、Ｙ軸及びＺ軸）
に沿って相対的に直進移動させる共に、２軸（水平軸（A）及び鉛直軸（B））回りに相対
的に回転移動させる前記加工装置（100）を用いることによって、同じ支持状態でのスク
リューロータ母材（120）への螺旋溝（41）と第１及び第２基準面（48a,48b）との加工を
容易に実現することができる。
【０１０１】
　また、前記第１加工工程において、スクリューロータ母材（120）に先に螺旋溝（41）
を加工し、後で第１及び第２基準面（48a,48b）を加工することによって、螺旋溝（41）
の軸心と第１及び第２基準面（48a,48b）の軸心とを高精度に一致させることができる。
つまり、螺旋溝（41）を加工する際の序盤においては、スクリューロータ母材（120）の
重量も重く且つ切削抵抗も多きため、螺旋溝（41）の加工中にスクリューロータ母材（12
0）が水平軸（A）に対してずれる虞がある。しかしながら、螺旋溝（41）を加工する際の
終盤においては、スクリューロータ母材（120）の重量も相対的に軽くなり且つ仕上げ段
階では切削量が減って切削抵抗も小さくなるため、螺旋溝（41）の加工中にスクリューロ
ータ母材（120）が水平軸（A）に対してずれる可能性が低くなる。つまり、スクリューロ
ータ母材（120）に第１及び第２基準面（48a,48b）を加工した後に、螺旋溝（41）を加工
すると、螺旋溝（41）の加工中にスクリューロータ母材（120）が水平軸（A）に対してず
れてしまい、既に加工されている第１及び第２基準面（48a,48b）の軸心と加工される螺
旋溝（41）の軸心とがずれる虞がある。したがって、スクリューロータ母材（120）に螺
旋溝（41）を加工した後に、第１及び第２基準面（48a,48b）を加工することによって、
螺旋溝（41）の軸心と第１及び第２基準面（48a,48b）の軸心とを高精度に一致させるこ
とができる。
【０１０２】
　さらに、前記第２加工工程において、スクリューロータ母材（120）の挿通孔（47）を
仕上げ加工するだけでなく、スクリューロータ母材（120）の外周形状の仕上げ加工を行
うことによって、挿通孔（47）の軸心とスクリューロータ母材（120）の外周形状の軸心
とを高精度に一致させることができる。その結果、こうして加工されたスクリューロータ
（40）を搭載したスクリュー圧縮機（1）においては、スクリューロータ（40）の外周面
とケーシング（10）の円筒壁（30）の内周面との隙間分布の均一化を図ることができる。
つまり、圧縮途中に該隙間が大きくなって冷媒が漏れたり、逆に該隙間が小さくなってス
クリューロータ（40）と円筒壁（30）とが干渉したりすることを防止して、スクリュー圧
縮機（1）の性能を向上させることができる。
【０１０３】
　また、削除工程において、第２基準面（48b）を加工するための基準用段差部（49）を
最終的には削り取るように構成することによって、完成品としてのスクリューロータ（40
）のことを考慮することなく、第２基準面（48b）の加工のし易さやスクリューロータ母
材（120）の作り易さだけを考慮して該基準用段差部（49）を設ければよいため、加工性
、生産性を向上させることができる。
【０１０４】
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　さらに、前記実施形態では、旋盤（400）のチャック部（431）で把持する第１基準面（
48a）の軸心も第２基準面（48b）の軸心と同様に螺旋溝（41）の軸心に対して高精度に一
致させることによって、該第１基準面（48a）をチャック部（431）で把持するだけで、螺
旋溝（41）の軸心が旋盤（400）の回転軸（C）と概ね一致するようになるため、第２基準
面（48b）の軸心を旋盤（400）の回転軸（C）と一致させるための調整量を少なくするこ
とができ、第２基準面（48b）の軸心と旋盤（400）の回転軸（C）とを容易に一致させる
ことができる。
【０１０５】
　さらにまた、スクリューロータ母材（120）を支持する際の基準となる第１基準面（48a
）を、軸受ホルダ（60）の環状壁部（62）が嵌って、該環状壁部（62）との間で屈曲した
隙間を形成する小径部（46）に加工することによって、完成品としてのスクリューロータ
（40）にとって必要な部分に第１基準面（48a）を加工することができるため、第１基準
面（48a）を加工するための部分を別途設ける必要がなく、さらには、小径部（46）の円
柱面を第１基準面（48a）として加工することによって該小径部（46）の形状精度を向上
させることができる。
【０１０６】
　尚、前記実施形態では、第１基準面（48a）をチャック部（431）で把持し、第２基準面
（48b）を基準に支持状態を調整しているが、逆に、第２基準面（48b）をチャック部（43
1）で把持し、第１基準面（48a）を基準に支持状態を調整してもよい。また、第１及び第
２基準面（48a,48b）の何れか一方の基準面だけを設け、該一方の基準面をチャック部（4
31）で把持すると共に、該基準面のチャック部（431）からはみ出している部分を基準に
して支持状態を調整してもよい。さらに、第１及び第２基準面（48a,48b）以外の部分を
チャック部（431）で把持して、第１又は第２基準面（48a,48b）を基準に支持状態を調整
する構成であってもよい。
【０１０７】
　《発明の実施形態２》
　続いて、本発明の実施形態２に係るスクリューロータ製造方法について説明する。
【０１０８】
　実施形態２に係るスクリューロータ製造方法は、実施形態１とは、再支持工程及び第２
加工工程が異なる。そこで、実施形態１と同様の構成については、同様の符号を付し、説
明を省略する。
【０１０９】
　実施形態２に係るスクリューロータ製造方法は、実施形態１と同様に、スクリューロー
タ母材（120）を加工装置（100）及び旋盤（400）で加工することによってスクリューロ
ータ（40）を製造する。
【０１１０】
　実施形態２に係るスクリューロータ製造方法に用いられるスクリューロータ母材（120
）は、実施形態１に係るスクリューロータ母材（120）と異なり、基準用段差部（49）が
設けられていないと共に、スクリューロータ母材（120）の軸心には下孔ではなく駆動軸
（21）を挿通させるための挿通孔（47）が予め貫通形成されている。
【０１１１】
　このように構成されたスクリューロータ母材（120）は、該スクリューロータ母材（120
）を加工装置（100）で回転自在に支持する支持工程と、スクリューロータ母材（120）に
螺旋溝（41）等を加工する第１加工工程と、スクリューロータ母材（120）を旋盤（400）
で支持し直す再支持工程と、スクリューロータ母材（120）に挿通孔（47）等の加工を行
う第２加工工程とを経て、完成品としてのスクリューロータ（40）に加工される。
【０１１２】
　ここで、支持工程については、実施形態１と同様であるため、説明を省略する。
【０１１３】
　実施形態２に係るスクリューロータ製造方法では、第１加工工程において、スクリュー
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ロータ母材（120）に螺旋溝（41）を加工し、その後、第１基準面（48a）を加工する。す
なわち、螺旋溝（41）及び第１基準面（48a）の加工は実施形態１と同様であるが、実施
形態２に係る第１加工工程では第２基準面（48b）を加工しない。
【０１１４】
　再支持工程において、まず、スクリューロータ母材（120）を加工装置（100）から取り
外し、該スクリューロータ母材（120）の挿通孔（47）に駆動軸（21）を焼き嵌めする。
そして、駆動軸（21）を装着した状態のスクリューロータ母材（120）を旋盤（400）に取
り付ける。詳しくは、図１５に示すように、母材支持ユニット（430）にセンタ支持治具
（432）を別途取り付けて、該センタ支持治具（432）で駆動軸（21）の一端部を支持する
一方、センタ押し台（440）のセンタ（441）で駆動軸（21）の他端部を支持する。すなわ
ち、駆動軸（21）を両センタ押しの状態で支持する。このとき、第１基準面（48a）を基
準にして、該第１基準面（48a）の軸心が旋盤（400）の回転軸（C）に一致するように調
整して、スクリューロータ母材（120）が旋盤（400）に取り付けられる。
【０１１５】
　こうして、再支持工程においては、スクリューロータ母材（120）を、旋盤（400）の回
転軸（C）周りに第１基準面（48a）の軸心を中心として回転するように支持する。
【０１１６】
　次に、第２加工工程において、スクリューロータ母材（120）の駆動軸（21）の仕上げ
加工を行う。詳しくは、駆動軸（21）のうち、前記コロ軸受（14）及び玉軸受（61）にそ
れぞれ支持される第１及び第２被支持部（21a,21b）の仕上げ加工を行う。加工前の駆動
軸（21）においては、第１及び第２被支持部（21a,21b）の外径は、それぞれコロ軸受（1
4）及び玉軸受（61）に適合する外径よりは若干大きな寸法となっており、該第１及び第
２被支持部（21a,21b）を旋盤（400）で仕上げ加工することによって、該第１及び第２被
支持部（21a,21b）がそれぞれコロ軸受（14）及び玉軸受（61）に適合する外径となる。
【０１１７】
　こうして、仕上げられた第１及び第２被支持部（21a,21b）の軸心は、旋盤（400）の回
転軸（C）と一致する。また、再支持工程におけるスクリューロータ母材（120）の旋盤（
400）への取付により、第１基準面（48a）の軸心も旋盤（400）の回転軸（C）と一致して
いる。さらに、第１基準面（48a）の軸心は、第１加工工程において同じ支持状態の下で
加工された螺旋溝（41）の軸心とも一致している。つまり、第１及び第２被支持部（21a,
21b）の軸心は、螺旋溝（41）の軸心と高精度に一致することになる。
【０１１８】
　さらに、第２加工工程においては、スクリューロータ母材（120）の外周形状の仕上げ
も行う。つまり、スクリューロータ母材（120）の外径は、完成品としてのスクリューロ
ータ（40）の外径よりも若干大きく形成されているため、該スクリューロータ母材（120
）の外周形状をケーシング（10）の内周面に摺接する外径となるように加工する。
【０１１９】
　こうして、スクリューロータ母材（120）を加工してスクリューロータ（40）を製造す
る。
【０１２０】
　最終的には、完成したスクリューロータ（40）をケーシング（10）内に組み込んで、ス
クリュー圧縮機（1）を組み立てる。
【０１２１】
　この製造方法によれば、第１加工工程において、スクリューロータ母材（120）に螺旋
溝（41）と第１基準面（48a）とを加工する。このとき、スクリューロータ母材（120）は
、加工装置（100）の治具（340）に水平軸（A）回りに回転自在に支持されたままである
。つまり、螺旋溝（41）と第１基準面（48a）とは水平軸（A）を基準に、即ち、水平軸（
A）を軸心として加工される。つまり、螺旋溝（41）の軸心と第１基準面（48a）の軸心と
は一致している。
【０１２２】
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　その後、再支持工程において、スクリューロータ母材（120）に駆動軸（21）を挿通さ
せると共に、該スクリューロータ母材（120）を該第１基準面（48a）を基準にして旋盤（
400）に支持し直す。つまり、スクリューロータ母材（120）を、第１基準面（48a）の軸
心が旋盤（400）の回転軸（C）と一致するように支持する。こうすることで、スクリュー
ロータ母材（120）は、螺旋溝（41）の軸心が旋盤（400）の回転軸（C）と一致するよう
に支持されることになる。
【０１２３】
　そして、第２加工工程において、駆動軸（21）の第１及び第２被支持部（21a,21b）を
旋盤（400）で加工する。その結果、当然ながら、第１及び第２被支持部（21a,21b）の軸
心は旋盤（400）の回転軸（C）と一致する。このとき、螺旋溝（41）の軸心も回転軸（C
）と一致しているため、結果として、第１及び第２被支持部（21a,21b）の軸心は螺旋溝
（41）の軸心と高精度に一致することになる。
【０１２４】
　したがって、本実施形態によれば、スクリューロータ母材（120）に螺旋溝（41）と第
１基準面（48a）とを同じ支持状態（即ち、回転軸(A)周りに回転自在に支持した状態）で
加工し、その後、スクリューロータ母材（120）を該第１基準面（48a）の軸心を中心に回
動するように支持し直すと共に、その支持状態で駆動軸（21）の第１及び第２被支持部（
21a,21b）を加工することによって、螺旋溝（41）の軸心と第１及び第２被支持部（21a,2
1b）の軸心とを高精度に一致させることができる。
【０１２５】
　こうして製造されたスクリューロータ（40）を搭載したスクリュー圧縮機（1）におい
ては、スクリューロータ（40）が螺旋溝（41）の軸心を中心に回転することになり、即ち
、螺旋溝（41）の偏心を抑制して、ゲートロータ（50）のゲート（51）と螺旋溝（41）と
の間の隙間分布の均一化を図ることができる。その結果、圧縮途中に該隙間が大きくなっ
て冷媒が漏れたり、逆に該隙間が小さくなってゲート（51）と螺旋溝（41）とが干渉した
りすることを防止して、スクリュー圧縮機（1）の性能を向上させることができる。
【０１２６】
　また、本実施形態では、最終的にスクリュー圧縮機（1）においてコロ軸受（14）及び
玉軸受（61）によりそれぞれ回転自在に支持される、駆動軸（21）の第１及び第２被支持
部（21a,21b）の軸心を螺旋溝（41）の軸心と高精度に一致させることによって、スクリ
ュー圧縮機（1）におけるスクリューロータ（40）の回転軸と螺旋溝（41）の軸心とをよ
り高精度に一致させることができる。つまり、スクリューロータ母材（120）に形成され
た挿通孔（47）の形状誤差や駆動軸（21）の形状誤差や駆動軸（21）の取付誤差があった
としても、それらの誤差を全て含んだ状態の駆動軸（21）に対して、第１及び第２被支持
部（21a,21b）をその軸心が螺旋溝（41）の軸心と一致するように加工するため、それら
の誤差を全て吸収した上で螺旋溝（41）の軸心と駆動軸（21）の第１及び第２被支持部（
21a,21b）の軸心とを高精度に一致させることができる。
【０１２７】
　その他、実施形態２において実施形態１と同様の構成については、実施形態１と同様の
作用・効果を奏することができる。
【０１２８】
　尚、実施形態２においては、スクリューロータ母材（120）に基準面として第１基準面
（48a）だけを加工しているが、これに限られるものではない。実施形態１と同様に基準
用段差部（49）を設けて、該基準用段差部（49）にさらに第２基準面（48b）を加工して
もよいし、第１基準面（48a）の代わりに、第２基準面（48b）だけを加工してもよい。た
だし、前述の如く、スクリューロータ（40）の小径部（46）に第１基準面（48a）を加工
する場合は、完成品としてのスクリューロータ（40）にとって必要な部分に第１基準面（
48a）を加工することができるため、第１基準面（48a）を加工するための部分を別途設け
る必要がなく、スクリューロータ母材（120）を簡素化することができると共に、スクリ
ューロータ（40）の製造も簡素化することができる。一方、スクリューロータ母材（120
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）に基準用段差部（49）を設けて該基準用段差部（49）に第２基準面（48b）を加工する
構成においては、第２加工工程の後で、最終的には基準用段差部（49）を第２基準面（48
b）ごと削り取ることによって、該基準用段差部（49）は完成品としてのスクリューロー
タ（40）のことを考慮することなく、第２基準面（48b）の加工のし易さやスクリューロ
ータ母材（120）の作り易さだけを考慮して設ければよいため、加工性、生産性を向上さ
せることができる。
【０１２９】
　《その他の実施形態》
　本発明は、前記実施形態について、以下のような構成としてもよい。
【０１３０】
　すなわち、前記実施形態では、加工装置（100）及び旋盤（400）を用いて、スクリュー
ロータ母材（120）を加工しているが、これに限られるものではない。例えば、実施形態
１においては、旋盤（400）の代わりにボーリング加工装置を用いてもよいし、実施形態
２において、旋盤（400）の代わりに研削盤を用いてもよい。
【０１３１】
　また、第１及び第２基準面（48a,48b）は、前記実施形態に限られず、任意の場所に加
工してもよい。
【０１３２】
　さらに、スクリューロータ母材（120）の外周形状の仕上げ加工は、第１加工工程にお
いて、螺旋溝（41）及び基準面（48a,48b）の加工と同じ支持状態の下で行ってもよい。
【０１３３】
　尚、以上の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるい
はその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
【産業上の利用可能性】
【０１３４】
　以上説明したように、本発明は、スクリュー圧縮機において軸部材に取り付けられて回
転自在に支持されるスクリューロータを、スクリューロータ母材を加工して製造するスク
リューロータ製造方法について有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１３５】
【図１】本発明の実施形態に係るスクリューロータ母材及びスクリューロータの縦断面図
であって、（Ａ）は第１加工工程前のスクリューロータ母材を、（Ｂ）は第１加工工程後
のスクリューロータ母材を、（Ｃ）はスクリューロータを示す。
【図２】スクリュー圧縮機の縦断面図である。
【図３】スクリュー圧縮機の横断面図である。
【図４】シングルスクリュー圧縮機の要部を抜き出して示す斜視図である。
【図５】シングルスクリュー圧縮機の要部を抜き出して示す、別の角度から見た斜視図で
ある。
【図６】圧縮機構の動作を示す平面図であり、（Ａ）は吸込行程を示し、（Ｂ）は圧縮行
程を示し、（Ｃ）は吐出行程示す。
【図７】スクリューロータ加工装置の全体構成を示す斜視図である。
【図８】加工時のスクリューロータ加工装置を示す斜視図である。
【図９】スクリューロータ加工装置におけるスクリューロータ母材の支持状態を示す一部
断面図である。
【図１０】スクリューロータ加工装置において、スクリューロータ母材に螺旋溝を加工す
るときの状態を示す斜視図である。
【図１１】スクリューロータ加工装置において、スクリューロータ母材に第１基準面を加
工するときの状態を示す斜視図である。
【図１２】スクリューロータ加工装置において、スクリューロータ母材に第２基準面を加
工するときの状態を示す斜視図である。
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【図１３】旋盤の概略構成を示す正面図である。
【図１４】旋盤におけるスクリューロータ母材の支持状態を示す、チャック部の拡大図で
ある。
【図１５】実施形態２に係るスクリューロータの製造方法の再支持工程及び第２加工工程
における様子を示す、旋盤の平面図である。
【符号の説明】
【０１３６】
A　　水平軸（回転軸）
1　　スクリュー圧縮機
14　　コロ軸受（軸受）
21　　駆動軸部材
21a　　第１被支持部（被支持部）
21b　　第２被支持部（被支持部）
40　　スクリューロータ
40a　　本体部
41　　螺旋溝
46　　小径部
47　　挿通孔（孔）
48a　　第１基準面（基準面）
48b　　第２基準面（基準面）
60　　軸受ホルダ
61　　玉軸受（軸受）
120　　スクリューロータ母材
121　　下孔
340　　治具
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(23) JP 2009-281181 A 2009.12.3

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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